
厚生労働科学研究費補助金 

（政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業）） 

総括研究報告書 

 

介護サービス施設・事業所調査の行政記録情報による 

代替可能性の検証のための調査研究（令和６年度） 

 

研究代表者 中村真理子 国立社会保障・人口問題研究所 

 

研究要旨 

 本研究の目的は、介護サービス施設・事業所調査の調査手法の評価と行政記

録情報の活用拡大の可能性について検討を行うことである。同調査において

は、介護サービス基盤の的確な把握の一方で、回答者負担、調査事務負担の軽

減を両立することが求められている。特に後者においては、行政記録情報の一

層の活用が求められている。同調査において、２つの課題を両立させるために

行政記録情報の活用拡大は可能なのだろうか。このような問題意識の下、本研

究課題では①介護サービス施設・事業所調査の調査手法変遷の経緯把握、②同

調査における行政記録情報の活用の現状分析、③同調査のデータの実態（特に

行政記録情報の活用部分）把握と評価、④同調査における行政記録情報の活用

拡大の可能性・課題の検討、という４つの研究課題に取り組んだ。 

本研究課題から明らかになったのは主に以下の三点である。第一に、令和４

年度に導入された介護サービス情報公表制度の行政記録情報を用いたプレプ

リントの導入が調査結果に与えた影響を確認するため、個票データの試行的な

集計を実施した。その結果、全国規模での集計においては顕著な影響は確認さ

れなかった。第二に、介護サービス情報公表制度と介護サービス施設・事業所

調査の質問項目の対応関係を整理したところ、今後さらに行政記録情報の活用

を進める余地があることが確認された。ただし、双方の間で質問方法には相違

があるため、慎重な検討・調整が必要である。第三に、都道府県へのヒアリン

グから、介護サービス施設・事業所調査「基本票」への回答作業の負担となっ

ているのは住所や事業所名などの処理であることが明らかになった。調査回答

者の負担軽減を目的として行政記録情報の活用拡大を進め、調査方法の改善を

行う際には、調査対象へのヒアリングを実施した上で進めることが望ましい。 
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Ａ．研究目的 

本研究の目的は、介護サービス施設・事

業所調査の調査手法の評価と行政記録情報

の活用拡大の可能性について検討を行うこ

とである。この調査は介護保険制度におけ

る施設・事業所を対象として、平成 12 年以

降毎年実施され、全国の介護サービスの提

供状況及び従事者・利用者の状況を明らか

にしてきた。調査結果は介護保険等の施策

推進のための基礎資料として活用されてお

り、わが国の介護サービス基盤を把握する

基礎的かつ代表的な調査として位置付けら

れてきた。 

一方、政府統計をめぐる厳しい調査環境

の下、他の政府統計と同様にこの調査にお

いても調査の回答者負担、調査事務負担の

軽減を目的とした改善が求められ、調査開

始以降、随時様々な変更が行われてきた。

特に、令和４年調査からは「介護保険法に

よる情報公表制度」に基づく行政記録情報

を活用した調査票へのプレプリントが開始

された。さらに、総務省統計委員会の「『公

的統計整備に関する基本的な計画』（第Ⅳ期

計画）」では、これまで以上に積極的な行政

記録情報の活用に加えその利用制約への対

応などの報告者負担軽減に取り組む必要性

が示されている。 

つまり、介護サービス施設・事業所調査

においては、介護サービス基盤の的確な把

握の一方で、回答者負担、調査事務負担の

軽減を両立することが求められている。し

かも後者においては、行政記録情報の一層

の活用が求められている。同調査において、

２つの課題を両立させるために行政記録情

報の活用拡大は可能なのだろうか。このよ

うな問題意識の下、本研究では「B．研究

方法」で示す４つの研究課題に取り組んだ。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究では、以下で示す①～④の研究課

題を設定した。そして各研究課題に対し

（１）介護サービス施設・事業所調査に係

る資料及び統計調査に係る文献収集と分析、

（２）同調査の個票データの二次分析、（３）

同調査の関係者（同調査担当部局、自治体

などの調査実施関係者、研究者）へのヒア

リング調査という３つの研究アプローチで

取り組んだほか、海外事例の収集を実施し

た。 

また、以下で示す研究課題を進めるにあ

たっては随時、研究会を開催し（令和６年

５月、８月、12 月に実施）、研究班内外の

研究者との間で情報共有・議論を行った。 

 

① 介護サービス施設・事業所調査の調査

手法の変遷の経緯把握 

調査開始以降、介護サービス施設・事業

所調査では随時、調査方法が変更されてき

た。これらの変更は主に調査負担の軽減を

目的として行われてきたが、調査そのもの

の全体像の把握を困難にしている側面があ

る。しかし、令和４年度に導入されたプレ

プリントによる影響を評価するための方針

を決定し、今後の行政記録情報の活用拡大

について検討を行う上で、令和４年度以前

の調査の実施状況を正確に把握しているこ

とは不可欠である。 

そこで、同調査に関わる資料等の収集・

整理、調査関係者等（特に調査担当部局）

へのヒアリングを通じて、調査手法の変遷

を確認した。そして、同調査の（主に調査

の構造や実施方法に関する）変遷を一覧的

に把握することができる資料を作成した。

（３－１参照） 

 

② 介護サービス施設・事業所調査におけ

る行政記録情報の活用の現状分析 

介護サービス施設・事業所調査では、令

和４年から一部の調査項目でプレプリント

（介護保険法に基づく情報公表制度の情報



 

 

を活用した、調査票への印字）が導入され

た。今後はプレプリントに限らない行政記

録情報のさらなる活用が求められている。 

そこで、現在活用されている行政記録情

報の現状分析を行った。具体的には、公表

資料から介護サービス情報公表制度の運用

状況や掲載情報についての確認を行い、介

護サービス施設・事業所調査との比較を行

った。（３－２参照） 

さらに介護サービス情報公表システムを

運用する都道府県（千葉県、神奈川県、佐

賀県、和歌山県）に対し、対面・メールで

のヒアリングを行い、介護サービス情報公

表システムにおいて収集・公表されている

項目やその登録や更新頻度、システムの運

営方法に関する情報収集を行った。（３－４

参照） 

また、特別区での勤務経験がある研究者

（国立社会保障・人口問題研究所 情報調

査分析部 藤井多希子第二室長）へのヒア

リングを実施し、自治体における介護施

設・事業所情報の把握・管理の実態につい

て情報収集を行った。これにより、今後行

政記録情報の活用拡大を行う際に考慮すべ

き点を整理した。 

 

③ 介護サービス施設・事業所調査のデー

タの実態把握と評価 

 調査手法の変更は調査結果に影響を与え

ると言われているが、その影響の有無や程

度の評価にあたっては調査から得られた個

票データを集計し、その結果を確認する必

要がある。同調査の手法の変遷（①）と、

近年活用が開始された行政記録情報（②）

を参照しながら同調査の個票データの集計

方針を検討し、実際に個票データの整備と

試行的な集計を実施した。（３－３参照） 

 

④ 介護サービス施設・事業所調査におけ

る行政記録情報の活用拡大の可能性・

課題の検討 

自治体へのヒアリングを実施し、調査へ

の回答を行う際に時間がかかっている箇

所・工程を特定し、調査負担の軽減をすす

めるための情報収集を行った（３－４参照）。

また、行政記録情報のプレプリントに加え、

調査項目そのものの代替により回答や調査

事務負担を軽減可能な質問について検討し

た（３－２参照）。さらに①～③の結果を踏

まえて、どのような行政記録情報が活用で

きるかを検討した（３－２参照）。 

④の遂行にあたっては、小島が平成 28

年度に従事した厚生労働統計協会の研究事

業の成果を活用した。また、諸外国の例と

して北京市、韓国、台湾の実情を把握した。

（３－５参照）。 

 

Ｃ．研究成果 

① 介護サービス施設・事業所調査の調査

手法の変遷の経緯把握 

厚生労働省が実施する統計調査は、基本

的に調査の実施毎に調査結果が公表される。

そのため、ある一度の調査に関する情報を

確認することは容易であるが、長年にわた

って実施されてきた調査の実施方法（調査

対象者、標本抽出、調査票の配布・回収方

法など）の変遷を即座に把握することは困

難である。 

そこで初めに、厚生労働省のホームペー

ジに掲載されている同調査についての公表

情報をもとに、介護サービス施設・事業所

調査の変遷を一覧的に把握することができ

る資料を作成した。 

この作業から、平成 12 年から令和４年ま

での過去 23 回の調査の中で随時、様々な変

更が行われてはいるものの、全施設・事業

所を調査対象として調査票を郵送にて配布

し、施設情報を質問するという基本的な構

造は変わらないことを確認した。ただし、

厚生労働省から都道府県に対して「基本票」



 

 

を配布し、そこから得られた情報を基に施

設・事業所に対して「詳細票」を配布する

という調査の実施系統が確立されたのは平

成 24 年（2012 年）であり、それ以前と以

後では調査全体の設計、そして調査の個票

データの構造自体が異なっていることが確

認された。（３－１参照） 

調査の実施系統が確立した平成 24 年以

降の調査実施に関わる主な変更としては、

オンライン回答の一部導入（平成 28 年、た

だし「利用者票」については令和７年導入

予定）、一部の調査対象事業所に対する標本

調査の導入（非全数調査化）と「詳細票」

における「介護医療院票」の追加（平成 30

年）、行政記録情報を用いたプレプリントの

導入（令和４年）があった。 

 

② 介護サービス施設・事業所調査におけ

る行政記録情報の活用の現状分析 

はじめに、介護保険制度に基づく介護サ

ービス情報公表制度の概要を整理するとと

もに、都道府県における管理・運用の実態

について情報収集を行った。情報収集にあ

たっては、自治体担当者に対して対面ヒア

リング（千葉県（2024 年 12 月）、神奈川県

（2025 年１月）、佐賀県（2025 年３月））と

メールによる質問（和歌山県（2025 年３

月））を実施し、自治体における介護サービ

ス施設・事業所調査への回答作業と介護サ

ービス情報公表制度の運用・管理の状況を

把握した。 

次に、介護サービス施設・事業所調査に

おいて介護サービス情報公表制度の行政記

録情報が活用されている調査項目の情報を

厚生労働省の調査担当部局との意見交換に

より得た。 

そして、介護サービス施設・事業所調査

の公表統計表（集計対象となっている事業

所数）と介護サービス情報公表制度のオー

プンデータを参照し、それぞれの介護サー

ビスの種類別の施設・事業所数のデータを

得て、両者の数値の乖離やその傾向を確認

した。 

最後に、介護サービス施設・事業所調査

の質問項目と介護サービス情報公表制度で

収集されている情報の対応関係を整理した。

以上の工程を踏まえた上で、介護サービス

施設・事業所調査における現時点での行政

記録情報の活用の程度、行政記録情報が  

活用されている調査項目の傾向、今後活用

があり得る調査項目の有無の検討を行った。 

以上のプロセスから明らかになったのは

主に以下の２点である。 

１）介護サービス施設・事業所調査で得

られる施設・事業所数は、一部の施設・事

業所が全数調査ではないことを考慮したと

しても介護サービス情報公表制度の介護施

設・事業所数を概ね下回ることが確認され

た。ただし、事業所数の乖離は介護サービ

スによるばらつきが大きい。 

２）今後さらに活用を検討する余地があ

る項目として、施設・事業所の開設主体な

どが考えられる。ただし、介護サービス情

報公表制度と介護サービス施設・事業所調

査の間で質問方法に相違がある。そのため、

実際に行政記録情報からの利用をすすめる

のであれば、調査結果に影響を与える可能

性を考慮し、慎重に検討・調整する必要が

ある。加えて、これ以外にもサービスの提

供体制や事業所の形態についての項目など

で行政記録情報を活用する余地があること

が確認された。（３－２参照） 

 

③ 介護サービス施設・事業所調査のデー

タの実態把握と評価 

令和４年度に導入されたプレプリントに

よる調査への影響を評価するため、介護サ

ービス施設・事業所調査の個票データを集

計・分析に取り組んだ。分析にあたっては、

統計法 33 条に基づく介護サービス施設・事



 

 

業所調査の個票データの利用申請を行い、

平成 12 年から令和４年までの過去 23 回の

調査の個票データの提供を受けた。 

Ｃ．研究成果①で述べた通り、この調査

は平成 23 年以前と平成 24 年以降で調査の

構造が異なっている。加えて、「基本票」以

外に、施設・事業所の種類別に「詳細票」

が存在し、「詳細票」の名称は介護保険制度

の改正に対応する形で変更されている。さ

らに、サービスの利用者に関する情報収集

を目的とした「利用者票」が数年に一度（平

成 24 年以降は３年に一度）配布されている

ほか、平成 16 年には「従事者票」の配布が

行われている。 

このように、調査の実施年数が長く、調

査の構造が複雑であるため、厚生労働省か

ら提供を受けたデータファイル数は 400 以

上に及んだ。そこで、集計作業を開始する

にあたり、これら提供されたデータファイ

ルの名称とそのファイルの内容（介護保険

サービスの種類）との対応関係を整理し、

一覧表の形にまとめた（３－１参照）。 

集計対象としたのは平成 30 年（2018 年）

から令和４年（2022 年）の過去５年間であ

る。調査方法の変更（本研究課題において

は令和４年調査から導入されたプレプリン

トの導入）による調査結果への影響を確認

するのであれば、調査方法の変更前後で集

計値の比較を行う必要がある。しかしその

場合、集計で注目する調査方法の変更以外

の条件が同一である必要がある。そのため、

詳細票へのオンライン回答の一部導入（平

成 28 年）、そして、一部の調査対象事業所

に対する標本調査の導入（非全数調査化）

と「詳細票」における「介護医療院票」の

追加（平成 30 年（2018 年））後である平成

30 年以降の５年分の調査データを用いる

こととし、データの整備を行った。 

集計では、プレプリントが導入された調

査項目を対象として、過去５年間の数値（平

均値、分布）の推移を確認した。その際、

調査票（詳細票）の種類別だけではなく、

介護サービスの種類別など条件付きの集計

も実施した。 

以上から明らかになったのは、本研究課

題において試行的に集計を行った変数に関

しては、少なくとも全国単位での集計にお

いて、令和３年以前の調査とプレプリント

の導入が行われた令和４年調査との間で極

端な変動は観察されなかった。（３－３参

照） 

 

④介護サービス施設・事業所調査における

行政記録情報の活用拡大の可能性・課題の

検討 

Ｃ．研究成果の②でも指摘した通り、介

護サービス情報公表制度に含有される情報

のうち、施設・事業所の開設主体などの情

報は今後、介護サービス施設・事業所調査

への活用を検討する余地がある。 

また、自治体（千葉県、神奈川県、佐賀

県、和歌山県）担当者へのヒアリングから、

基本票への回答作業で負担になっているの

は、「基本票」への文字情報（住所、施設の

名称など）の転記作業であることが明らか

になった。また、介護サービス情報公表制

度の管理・運用方法は都道府県によって大

きく異なっており、千葉県、神奈川県では

外部の民間事業者に委託しているのに対し、

佐賀県では県庁の担当課室において職員が

作業を行っていた。今後、調査の負担軽減

を目的として行政記録情報の活用拡大を進

めるのであれば、調査対象者が回答作業に

おいて実際にどのような作業で負担を感じ

ているのかを把握する必要があると考えら

れる。（３－２、３－４参照） 

 

Ｄ．結果の考察 

 介護サービス施設・事業所調査は、調査

の構造自体が複雑であり、調査方法（調査



 

 

票の配布方法、オンライン調査の導入など）

も随時変化している。また、介護サービス

情報公表制度の運用（具体的には報告締め

切り時期など）についても都道府県・政令

指定都市によって若干の違いがある。 

そのため、行政記録情報を活用したプレ

プリントの導入が調査全体に対して影響を

与えたのか、影響を与えたとすればどの程

度のものであったのかを評価するには、慎

重な検討が必要である。本研究課題で実施

した全国規模での集計においては顕著な影

響は確認されなかったが、より慎重を期す

のであれば都道府県単位などの条件付き集

計を実施し、数値の時系列変化を随時確認

することが望ましいと考えられる。また、

集計データの解釈を行う際には、プレプリ

ントの導入以外の要因が寄与している可能

性がないかどうかについても考慮する必要

がある。 

 

Ｅ．結論 

 介護サービス施設・事業所調査において

は、平成 12 年の調査開始以降、調査の実施

方法において様々な変更が行われた。本研

究課題では令和４年度に導入された介護サ

ービス情報公表制度の行政記録情報を用い

たプレプリントの導入が調査結果に与えた

影響について注目し、個票データの試行的

な集計を行った。その結果、少なくとも全

国規模での集計においては顕著な影響は確

認されなかった。 

 また、介護サービス情報公表制度の設計、

事業所数、質問項目などを確認し、介護サ

ービス施設・事業所調査との対応関係を整

理したところ、今後さらに行政記録情報の

活用を進める余地があることが確認された。

ただし、介護サービス情報公表制度と介護

サービス施設・事業所調査では、質問方法

に相違がある。そのため行政記録情報の活

用にあたっては、慎重な検討・調整が必要

である。 

 さらに、介護サービス施設・事業所調査

の基本票への回答と介護サービス情報公表

制度の運用を行う都道府県へのヒアリング

から、介護サービス施設・事業所調査「基

本票」への回答作業の負担となっているの

は住所や事業所名などの処理であることが

確認された。また、介護サービス情報公表

制度の運用体制は都道府県によって相違が

あることも確認された。調査回答者の負担

軽減を目的として行政記録情報の活用拡大

を進め、調査方法の改善を行うのであれば、

実際に回答作業を行う調査対象へのヒアリ

ングを実施した上で進めることが望ましい

と考えられる。 
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